
 

 

 

鶴岡市告示第２５９号 

 

 令和８年度つるおか新規就農者育成プロジェクト支援事業補助金交付要綱を次のように

定める。 

 

  令和８年４月１日 

 

鶴岡市長 佐 藤   聡    

 

   令和８年度つるおか新規就農者育成プロジェクト支援事業補助金交付要綱 

 

１ 目的及び交付 

 市長は、次世代を担う農業者の確保及び就農後の定着を図るため、就農初期段階にお

ける経済的負担を軽減することを目的として、本市で新規に農業経営を開始しようとす

る青年の新規就農者及び親元就農者に対し、鶴岡市補助金等に関する規則（平成１７年

鶴岡市規則第５６号。以下「規則」という。）及びこの告示に定めるところにより、予

算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 定義 

 この告示において使用する用語は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱（平成２４

年４月６日付け２３経営第３５４３号農林水産事務次官依命通知）及び新規就農者育成

総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３経営第３１４２号農林水産事務次官依命

通知）において使用する用語の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(1) Ｕターン就農者 市外に居住、進学、就職等をしていた本市出身者のうち、定住の

意志をもって帰郷し、市内で新たに農業に従事するものをいう。 

(2) Ｉターン就農者 本市に定住する意志をもって転入し、市内で新たに農業に従事す

るものをいう。 

(3) 親元就農 農業経営者の３親等内の親族が、当該経営者の下で農業に従事すること

をいう。 



 

 

(4) ＵＩターン就農者 Ｕターン就農者及びＩターン就農者をいう。ただし、親元就農

者を除く。 

３ 補助対象者 

 補助の対象となる者は、就農時の年齢が原則として５０歳未満であって、次世代を担

う農業者となることについての強い意欲を有しており、就農後５年を経過しない新規就

農者のうち、別表に定める事業の区分に応じ、同表に定める要件を満たす者とする。 

４ 補助対象経費等 

 補助対象経費、補助金の額、補助上限額及び補助の対象となる期間は、別表のとおり

とする。ただし、補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。 

５ 交付申請 

 交付申請書に添付すべき書類は、規則第３条に掲げるもののほか、別表に定める事業

の区分に応じ、次に定めるとおりとする。 

(1) オーダーメイド型独立就農者支援事業 

ア 農業機械及び施設の取得に係る見積書の写し 

イ 農業用機械免許等の取得に要する費用が確認できる書類 

ウ 税理士、コンサルタント等への経営相談等に係る経費の見積書 

エ 営農に必要な機械の設置を目的とした電気工事に係る見積書の写し 

オ 中古農業用ハウスの交換修繕に係る見積書の写し 

カ 青年等就農計画及び認定書の写し 

(2) 農業機械・農業用ハウスリース支援事業 

ア 住民票の写し 

イ 農業用機械又は農業用ハウスの賃貸借に係る契約書の写し 

ウ 青年等就農計画及び認定書の写し 

エ ３親等図（個人から貸借する場合に限る。） 

(3) 農地賃借料支援事業 

ア 住民票の写し 

イ 農地の賃貸借に係る契約書の写し 

ウ 青年等就農計画及び認定書の写し 

 



 

 

(4) 雇用就農者スキルアップ促進支援事業 

ア 農業用機械免許の取得等に要する費用が確認できる書類 

イ 農業用機械免許の取得等に取り組む新規就農者が当該農業法人等の従業員又は構

成員であることが確認できる書類 

ウ 農業用機械免許の取得等に取り組む新規就農者が農業研修を修了していることが

確認できる書類 

６ 軽微な変更 

 規則第７条第１項第１号に規定する軽微な変更は、補助対象経費の合計額の１０分の

２以内の増減とする。 

７ 実績報告書 

 実績報告書の提出期限は、当該事業の完了後３０日を経過する日又は令和９年４月１

５日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は規則第１３条に掲げるもののほか、別表

に定める事業の区分に応じ、次に定めるとおりとする。 

(1) オーダーメイド型独立就農者支援事業 農業用機械、農業用施設、農業用機械免許

等取得代金、電気工事、中古農業用ハウス交換修繕実施費用の支払を証する書類 

(2) 農業機械・農業用ハウスリース支援事業 次に掲げる書類 

ア 賃借料の支払を証する書類 

イ 農業経営に関する決算書 

(3) 農地賃借料支援事業 次に掲げる書類 

ア 農地賃借料の支払を証する書類 

イ 農業経営に関する決算書 

(4) 雇用就農者スキルアップ促進支援事業 農業用機械免許の取得等に要した代金の 

支払を証する書類 

 

   附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

別表（第３項－第５項、第７項関係）  

事業区分 補助対象者 補助対象経費 補助金の額 補助対象期間 

1 オーダ

ーメイド

型独立就

農者支援

事業 

認定新規就農者

であって、かつ、

地域計画のうち

目標地図に位置

付けられている

者又は位置付け

られることが確

実な者 

農業所得目標の達成

に直接的に必要な事

業に要する以下の経

費（事業費上限１００

万円） 

・国又は県の補助事業

の対象とならない小

規模な農業用機械又

は施設の取得に係る

費用 

・農業用機械免許等の

取得に要する費用 

・営農に必要な機械の

設置を目的とした電

気工事に係る費用 

・新規に取得した中古

農業用ハウスの交換

修繕に係る費用 

補助対象経費

の合計額の２ 

分の１又は５

０万円以下の

いずれか低い

額以内の額 

経営開始５

年目までの

２年間 

2 農業機

械・農業

用ハウス

リース支

援事業 

認定新規就農者

であって、かつ、

地域計画のうち

目標地図に位置

付けられている

者又は位置付け

られることが確

実な者 

農業用機械・農業用ハ

ウスの賃借料年額 

補助対象経費

の３分の１又

は５万円のい

ずれか低い額

以内の額 

経営開始５

年目までの

２年間 

3 農地賃

借料支援

事業 

転入後、10 年を経

過しないＵＩタ

ーン者のうち、認

定新規就農者で

あって、かつ、地

域計画のうち目

標地図に位置付

けられている者

又は位置付けら

れることが確実

な者 

農地の賃借料年額 補助対象経費

又は２万円の

いずれか低い

額以内の額 

経営開始５

年目までの

１年間 



 

 

4 雇用就

農者スキ

ルアップ

促進支援

事業 

農業法人、農事組

合法人等 

就農後５年を経過し

ない新規就農者であ

る従業員又は構成員

による農業用機械免

許等の取得に要する

費用 

農業用機械免

許等を取得す

る従業員又は

構成員１人に

つき補助対象

経費の２分の

１又は６万円

のいずれか低

い額以内の額 

最長１年間 

 

備考 

１ この表において「認定新規就農者」とは、農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法

律第６５号）第１４条の４第１項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者のうち、

就農時の年齢が原則として４９歳以下の者をいう。 

２ この表において「農業研修」とは、新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・

経営開始資金及びサポート体制構築事業（研修農場の整備）における研修機関等の認

定基準について（令和４年３月２９日付け３経営第３２１８号就農・女性課長通知）

に基づき、就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると都道府県が認

めた研修機関等で行われる研修をいう。 


